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（
補
足
）

・ 

現
役
並
み
所
得
者
と
は
、
同
一
世
帯
に
町
県
民
税
課
税

所
得
が
１
４
５
万
円
以
上
の
被
保
険
者
が
い
る
方
で
収

入
の
合
計
が
、
２
人
以
上
で
５
２
０
万
円
以
上
、
１
人

で
３
８
３
万
円
以
上
の
方
。

・ 

一
般
と
は
、
現
役
並
み
所
得
者
、
低
所
得
者
Ⅱ
、
低
所

得
者
Ⅰ
に
該
当
し
な
い
方
。

・ 

低
所
得
者
Ⅱ
と
は
、町
県
民
税
非
課
税
の
世
帯
に
属
し
、

低
所
得
者
Ⅰ
に
該
当
し
な
い
方
。

・ 

低
所
得
者
Ⅰ
と
は
、
町
県
民
税
非
課
税
の
世
帯
で
、
そ

の
世
帯
の
各
所
得（
年
金
の
所
得
は
控
除
額
を
８
０
万

円
と
し
て
計
算
）が
０
円
に
な
る
方
。

・ 

過
去
12
ヶ
月
以
内
に「
外
来
＋
入
院
」の
限
度
額
を
超
え

た
こ
と
が
４
回
以
上
あ
る
場
合
は
４
回
目
以
降
の
金
額

に
な
り
ま
す
。

ひ
と
月
に
支
払
っ
た
医
療
費
が
高
額
に
な
り
、
決

め
ら
れ
た
上
限
額
を
超
え
た
場
合
に
、
上
限
額
を
超

え
て
お
支
払
い
い
た
だ
い
た
分
を
払
い
戻
す
制
度
で

す
。
こ
の
上
限
額
は
、
個
人
も
し
く
は
世
帯
の
所
得

に
応
じ
て
決
ま
り
ま
す
。

高
額
療
養
費
制
度
と
は･･･

す
べ
て
の
方
が
安
心
し
て
医
療
を
受
け
ら
れ
る
社

会
を
維
持
す
る
た
め
に
、
高
齢
者
と
若
者
の
間
で
の

世
代
間
の
公
平
が
は
か
ら
れ
る
よ
う
、
負
担
能
力
に

応
じ
た
ご
負
担
を
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
平
成
29
年
８
月
か
ら
、
70
歳
以
上
の

方
の
高
額
療
養
費
の
上
限
額
が
変
わ
り
ま
す
。

み
な
さ
ま
の
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

役 場 か ら の お 知 ら せ

70
歳
以
上
の
み
な
さ
ま
へ･･･

８
月
か
ら
高
額
療
養
費
の
上
限
額
が
変
わ
り
ま
す

町
民
課
　
国
民
健
康
保
険
係
・
医
療
年
金
係

☎内線
2 1 1 5
2 1 1 6

適用区分

自己負担限度額（ひと月の上限額）

外来
（個人単位）

外来+入院（世帯単位）

3回目まで 4回目以降

現役並み
所得者

44,400円
80,100円+

（医療費の総額ー267,000円）×1%
44,400円

一般 12,000円 44,400円 44,400円

低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円 24,600円

低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円 15,000円

適用区分

自己負担限度額（ひと月の上限額）

外来
（個人単位）

外来+入院（世帯単位）

3回目まで 4回目以降

現役並み
所得者

57,600円
80,100円+

（医療費の総額-267,000円）×1%
44,400円

一般
14,000円

（年間上限
144,000円）

57,600円 44,400円

低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円 24,600円

低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円 15,000円

平成29年8月から（変更後）

平成29年7月まで（変更前）


